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背景

1

⚫ すこやかプラン‐川越市高齢者保健福祉計画・第８期川越市介護保険事業計画‐

⚫ 国の動向（令和5年3月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より）



介護保険事業計画
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保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする介護保険事業計画を策定している。

◼ 介護保険法第116条第１項に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に

規定する総合確保方針に即して、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

◼ 区域（日常生活圏域の設定）

◼ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎）

◼ 各年度における必要定員総数（区域毎）

※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人保健福祉施設入所者生活介護

◼ 各年度における地域支援事業の量の見込み

◼ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標

◼ その他の事項

国の基本指針（法第116条、８期指針：令和３年1月厚生労働省告示第29号）

市町村介護保険事業計画（法第117条） 保険料の設定 等

◼ 保険料の設定

◼ 市長村長は、地域密着型の施

設等については、必要定員総

数を超える場合に、指定をし

ないことができる。

都道府県介護保険事業支援計画（法第118条） 基盤整備県

市
町
村

国



すこやかプラン‐川越市高齢者保健福祉計画・第８期川越市介護保険事業計画‐
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計画期間

基本理念 基本方針 施策の柱 施策の方向性
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令和３年度から令和５年度まで

生涯にわたる健康づくりと
高齢者の社会参加の促進

認知症にやさしい
まちづくりの推進

地域支援協力体制の整備

介護サービス・日常生活を
支援するサービスの充実

持続可能な介護保険制度の
運営

災害や感染症対策に係る
体制整備

１ 地域包括支援センターの機能強化の推進と
地域ケア会議の充実

２ 医療と介護の連携の充実

３ 地域による支え合い機能の強化

４ 権利擁護・成年後見制度に関する相談支援体制の充実

５ 多様な住まい方の支援

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

＋１（プラスワン）



地域包括支援センターの体制整備等（介護保険部会意見書より抜粋）
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（地域包括支援センターの体制整備等）

○ 認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、こうした地域包括支援センター

の総合相談支援機能を活用することが重要であるが、総合相談支援機能を発揮できるようにす

るためにも、センターの業務負担軽減を推進するべきである。また、家族介護者支援において

は、地域包括支援センターのみならず、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走型支

援、認知症カフェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立支援などの取組との連携を図るこ

とが重要である。

令和5年3月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より引用



第９期介護保険事業(支援)計画の基本指針(大臣告示)のポイント(案）
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見直しのポイント（案）

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

①地域共生社会の実現

• 地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援体

制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待

令和5年3月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より引用



現状整理
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⚫ 日常生活圏域と地域包括支援センターの配置

⚫ 地域包括支援センターの主な業務

⚫ 現場職員が抱える課題認識

⚫ 課題と感じる要因及び根拠



日常生活圏域と地域包括支援センターの配置
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日常生活圏域とは、住民が日常生活を営む地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会

的条件、施設の整備状況等を総合的に勘案して市町村が定めるものとして定義されている。

本市では、市内９か所の地域包括支援センターと、２か所の分室を設置しており、市内１４の日常

生活圏域を以下のとおり担当している。
本庁第１から本庁第３までの詳細

地域包括支援センター

山田

名細

川鶴

霞ケ関
霞ケ関北

大東

福原

高階

芳野

古谷

南古谷

本庁第１

本庁第３

本庁第２

包括名称 担当する日常生活圏域

きた 本庁第1、山田

中央ひがし 本庁第2（第5～第8支会）

中央にし 本庁第3

ひがし
芳野、古谷、南古谷

ひがし分室

たかしな 高階

みなみ 本庁第2（第11支会）、福原

だいとう 大東

かすみ 霞ケ関、川鶴

にし
霞ケ関北、名細

にし分室



地域包括支援センターの主な業務
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◼ 事業対象者や要支援認定者に対する介護予防ケアプランの作成

など

介護予防ケアマネジメント業務総合相談支援業務

◼ 住民の各種相談を幅広く受けて、制度横断的な支援を実施

権利擁護業務

◼ 成年後見制度の活用促進

◼ 高齢者虐待への対応 など

包括的･継続的ケアマネジメント支援業務

◼ 地域ケア会議等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援

◼ ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談

◼ 支援困難事例等への指導・助言

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配
置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括
的に支援することを目的とする施設（介護保険法第115条の46第１項）

認知症総合支援事業

◼ 認知症地域支援推進員を配置し、地域における支援体制の構築と

認知症ケアの向上を図る

◼ 認知症サポーター養成講座の開催 など

一般介護予防事業

◼ すべての65歳以上の高齢者を対象

◼ 介護予防に資する知識の普及啓発を行う介護予防普及啓発事業

◼ 住民主体の通いの場の活動支援など地域活動予防活動支援事業

など



現場職員が抱える課題認識
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日々の業務に忙殺され、達成感を感じられない職員も多くなっている。

◼ 相談件数が増加している。

◼ 新規相談など即時対応が必要となり、業務量が増

えている。

◼ 複雑化・複合化した相談が多くなり、支援に時間

を要する。

◼ 認知症に関する相談も多く、個々の状態像に応じ

た支援が重要になってきている。

◼ 高度な相談スキルとネットワークが求められ、職

員の業務負担感が大きくなっている。

◼ 要支援認定者が増加している。

◼ ケアプランを外部委託を行いたいが、多忙や法人

の方針等により委託先となる居宅介護支援事業

所が受託に積極的でない。委託先が見つからない。

◼ ケアプランの委託時の居宅介護支援事業所との

調整に手間がかかる。

◼ 介護保険を申請してから認定結果が出るまでの

期間が長く、暫定プランで支援することが多く、居

宅介護支援事業所等との調整に時間を要する。

総合相談業務
課題認識

介護予防ケアマネジメント業務
課題認識

センター長



地域包括支援センターの認知度 ｜ 第９期計画に向けた各種調査結果
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40～64歳調査・65歳以上調査・認定者調査のすべての調査において、地域包括支援センターを知ってい

る割合が増加しており、認知度は向上している。

65
歳
以
上
調
査

24.5% 44.8%

56%

30.6%

44%

R4調査

R1調査

40
～
64
歳
調
査

13% 41.1%

29.9%

45.9%

70.1%

0% 50% 100%

R4調査

R1調査

認
定
者
調
査 70.0%

61.2% 23.1% 15.7%

30.0%

R4調査

R1調査

知っている 利用したことがある

知っているが、利用したことはない 知らない



介護予防ケアマネジメントについて ｜ 第９期計画に向けた各種調査結果
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居宅介護支援事業所を対象とした調査において、予防給付ケアマネジメントを受けなかった理由で

多かった回答は、「予防給付のマネジメント費の委託料が少ない」「地域包括支援セン

ターとの書類等のやり取りに時間がかかる」「地域包括支援センターからの依頼がな

かった」であった。

※調査対象者

「令和4年4月1日～令和4年5月31日の期間に、地域包括支援センターからの予防給付のマネジメントの依頼を受けたことがない」、
かつ「令和4年5月31日時点で居宅介護支援事業費（ⅱ）（ⅲ）の算定をしていない事業所

47.1%

29.4%

52.9%

11.8%

47.1%

35.3%

11.8%

0.0%

11.8%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

地域包括支援センターからの依頼がなかった

ケアマネジャーの人数が少ない

予防給付のケアマネジメント費の委託料が少ない

当該事業所では、１人当たりが受持つケアプランの

件数を独自に定めている

地域包括支援センターとの書類等のやり取りに時間

がかかる

認定調査時の資料など、ケアプラン作成に必要な書

類を直接取り寄せることができず、時間がかかる

ケアプラン作成にあたり、利用者からの要望が多

く、調整に時間がかかる傾向がある

予防給付のケアマネジメントのやり方がよく分から

ない

その他

無回答



職員一人当たりの相談件数の推移

12

100.0%

112.5%

184.1%

164.3%

75.0%

100.0%

125.0%

150.0%

175.0%

200.0%

平成28年度を100としたときの職員一人当たりの相談件数の推移を見ると、

職員一人当たりの相談者実人数はあまり増加していないにも関わらず、職員一人当たりの電話や訪問等

の対応件数や、相談内容の分類延べ件数（＝数が多いほど多岐にわたる相談）は増加が続いている。

このことから、複合化・複雑化した相談が増えていることや、相談業務にかかる時間が増大して

いること、要求される相談スキルやネットワークが高度化していることが分かる。

・・・職員一人当たり相談対応（電話・訪問等）件数

・・・職員一人当たり相談内容の分類
（介護保険制度・状況確認・介護方法等）延べ件数

・・・職員一人当たりの相談者実人数

平成28年度を100としたときの職員一人当たりの相談件数

H28

年度
H29

年度
H30

年度
R元
年度

R2

年度
R3

年度
R4

年度

人数（人） 60.0 60.5 63.0 65.0 65.0 74.0 74.0

参考｜地域包括支援センターの職員定数の推移

※機能強化型地域包括支援センターの人数（1.0人）を除く



相談内容延数のうち認知症の件数及びその割合
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相談内容の分類の中で、認知症に関する相談を経年で見てみると、

平成30年度以降は、認知症に関する相談件数も、認知症の相談件数が占める割合も右肩上が

りで増加していることが分かる。

8,861 8,834 9,312 9,739

12,996

19,515
20,964

23.1%

18.6%
16.4%

18.6%
20.4%

25.6%
27.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H28

年度
H29

年度
H30

年度
R元
年度

R2

年度
R3

年度
R4

年度

件数（件） 38,349 47,553 56,830 52,425 63,788 76,244 77,694

参考｜相談内容延数の推移

（件）

相談内容延数のうち認知症の件数（棒グラフ）
相談内容延数のうち認知症の件数が占める割合（折れ線グラフ）



介護予防ケアマネジメントケアプラン件数及び委託率
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22,620 

24,869 

26,649 
27,297 

26,230 
27,616 

29,389 

10,824 

11,950 
12,454 

12,847 
12,265 

13,657 

16,222 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

52.1%

51.9%
53.3%

52.9%
53.2%

50.5%

44.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成件数の推移を見てみると、

ケアプランの作成件数は増加傾向にあり、業務量が年々増加していることが分かる。

また、ケアプラン作成件数のうち居宅介護支援事業所への委託率の推移を見てみると、

おおよそ一定の割合を保っていた委託率が、令和2年度から年々低下しており、

介護予防ケアマネジメントにかかる業務負担が増大していることが分かる。

2,922 2,894 

3,206 
3,454 3,513 3,513 

3,900 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（件） （人）

※各年4月1日時点直営プラン

介護予防ケアマネジメント
ケアプラン件数の推移

介護予防ケアマネジメント
居宅介護支援事業所への委託率

参考
要支援１、２認定者数年次推移



川越市の人口構造
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92%

91%

110%

92%

100%

144%

203%

248%

250%

50%

100%

150%

200%

250%

2020 2025 2030 2035 2040

0-14 15-64 65-74 75-84 85-

2020 2025 2030 2035 2040

14歳以下 43,700 41,423 39,173 39,131 39,998

15-64歳 215,555 216,798 215,958 209,018 196,388

65-74歳 47,321 39,457 38,362 44,697 52,057

75-84歳 35,717 41,932 39,928 33,443 33,028

85歳以上 11,008 15,884 22,346 27,332 27,487

総人口 353,301 355,494 355,767 353,621 348,958

出典）２０２０年の値は１月１日時点の実績値。２０２５年以降は、川越市将来推計【令和元年度推計】令和２年３月川越市

川越市における人口の将来推計を見てみると、

２０４０年の８５歳以上人口の伸び率が、対２０２０年比で約２.５倍（約１６，５００人増加）となることが

見込まれる。

一方で、２０４０年の生産年齢人口の伸び率は、対２０２０年比で約０.９倍（約１９，０００人減少）となる

ことが見込まれる。

2020年を100としたときの年齢階級別人口の伸び率の推移 年齢階級別人口の変化

85歳以上

（単位：人）

生産年齢人口



認知症の将来推計
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9,637

11,876

13,828

15,090
15,518

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2020 2025 2030 2035 2040

40-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳

80-84歳 85-89歳 90歳以上

40-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上

総数 0.2% 1.7% 3.1% 7.1% 15.4% 30.1% 50.7%

男性 0.2% 2.0% 3.2% 6.4% 12.8% 23.0% 37.1%

女性 0.2% 1.5% 3.0% 7.7% 17.6% 34.6% 55.6%

0%

20%

40%

60%

総数 男性 女性

認知症高齢者の出現率
総数｜ 9.4％
男性｜ 7.1％
女性｜11.4％

※認知症の出現率は、各年齢階級別人口のうち、認定を受けて認知症自立度がII以
上であったの者の割合を指す

出典）川越市介護保険事業計画等審議会川越委員の分析（川越市の人口データ（2019.9）、要介護認定データ（2019.9）をもとに作成）

川越市の人口データ及び要介護認定データから、

２０１９年９月末時点の認知症出現率は、８５歳以上で急激に上昇 していることが分かる。

上記出現率で今後も同様に推移すると仮定した場合、２０４０年の認知症高齢者の人数は、

対２０２０年比で、約１.６倍 （約６,０００人 増加）となることが見込まれる。

性別年齢階級別にみた認知症の出現率 認知症将来推計

（人）



体制強化に向けた方向性
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第９期計画期間における体制強化の方向性
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2040年に向け、地域包括支援センターの役割は、ますます重要度を帯びており、「体制強化」が重
要視されている。一方で、職員の業務負担が超過している現状が見られている。

そのため、「体制強化」を進めるためには、業務負担の軽減を行うことが急務で求められ
ている。

求められているもの

地域包括支援センターの体制強化

現状

業務負担が増大している

業務負担の軽減を行う必要性



業務負担軽減に向けた対応策（案）
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２．認知症高齢者への支援の強化

◼ 高齢化の進展に伴い、認知症を有する高齢者の増加も見込まれている。地域支援センター

が把握した認知症高齢者のうち、継続的に支援が場合は伴走型支援拠点につなぐことで、

地域包括支援センターの業務負担軽減と認知症高齢者への支援の充実を図ることが期待で

きる。そのため、認知症伴走型支援事業の導入をすすめていく。

１．職員の増員

◼ 団塊の世代が75歳以上となる2025年、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年にかけて、

さらなる高齢化が進むことが見込まれ、それに伴う相談件数の増加が見込まれる。現在の

人員体制では十分とは言えない。そのため、それに対応できるよう職員の増員を行う。

◼ 今後、職員体制を充実するにあたっては、どのような業務に対応するために、どのよう

な職種を配置するのか検討をすすめていく。



参考 認知症伴走型支援事業

20令和5年3月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より引用


